
右支夏井川河川改修工事について

　県では、小野町中心市街地における浸水被害の早
期解消を図るため、右支夏井川の稲荷橋から役場裏
までの約1km区間の河川改修事業を行っています。
平成26年度から用地補償を順次進めており、今年度
末までに全体用地取得予定面積の約４割の用地補償
を完了する予定で、来年度以降も引き続き用地補償
を進めていきます。
　今年度においては、県道船引大越小野線の小野橋
架替工事として仮設橋および迂回路を整備する工事
を実施します。また今後仮設橋完成後引き続き、現
在の小野橋の撤去を行い、新しい小野橋へ架け替え
工事を進める予定です。
　工事期間中は、大型車両の通行などにより、近隣
住民の方や通行する皆さんへご迷惑をお掛けします
が、安全面、環境面に十分配慮し、工事を進めます
ので、ご理解とご協力をお願いします。
　また町が施工している荒町地区住宅団地造成工事
については、今年度中の完成を目指し現在工事を
行っています。

　なお分譲方法などについては、造成地が完成した
後に広報などを通じお知らせします。

問県中建設事務所　河川砂防課
☎024-935-1438
問地域整備課　☎72-6937

右支夏井川河川改修図

県道船引大越小野線小野橋の迂回平面図
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